
 

 

議  案  第  １  号  

 

 

市道路線の認定及び廃止について  

 

市道路線を次のとおり認定し、及び廃止する。  

 

令和３年２月２２日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

１  認定する路線  

路線

番号  
路  線  名  

起     点  

終     点  
経     過     地  

1086 政枝町一丁目５番線  
政枝町一丁目甲１７６番 ７
地先から政枝町一丁目甲
１８０番７地先まで 

市道高木南通り線から南へ政枝町一
丁目甲１８０番７地先まで  

1114 政枝町一丁目５番２号線  
政枝町一丁目甲１８０番 ８
地先から政枝町一丁目甲
１７６番１６地先まで  

政枝町一丁目甲１８０番８地先から東
へ北回りに政枝町一丁目甲１７６番１６
地先まで 

1115 田の上二丁目２番線  
田の上二丁目 ４８６番 ５地
先から田の上二丁目 ４８６
番７地先まで 

市道田の上東筋線から東へ田の上二
丁目４８６番７地先まで  

1116 八幡一丁目１５番線  
八幡一丁目 １６０ １番 ５地
先 から八幡一丁目 １６０１
番８地先まで 

市道宇高中郷線から東へ八幡一丁
目１６０１番８地先まで  

1117 宮原町１０番２号線  
宮原町１８３９番 ２地先から
宮原町１８３９番５地先まで  

市道角野中学校南通り線から北へ宮
原町１８３９番５地先まで  

1118 宮原町５番１号線  
宮原町１８８４番 １２地先か
ら宮原町 １８８４番 ３２地先
まで  

市道喜光地山根線から西へ宮原町
１８８４番３２地先まで  

1119 宮原町５番２号線  
宮原町１８８４番 ２７地先か
ら宮原町１８８４番 ９地先ま
で  

宮原町１８８４番２７地先から北へ東回
りに宮原町１８８４番９地先まで  

1120 下池田４号線  
船木字池田甲２６０２番５地
先から船木字池田甲２６０２
番６地先まで 

市道下池田南通り線から西へ船木字
池田甲２６０２番６地先まで  

1121 下池田５号線  
船木字池田甲２６０２番１０地
先から船木字池田甲２６０２
番１１地先まで 

市道下池田南通り線から西へ船木字
池田甲２６０２番１１地先まで  

    



 

 

1122 高田一丁目５番２号線  
高田一丁目３７４番８地先か
ら高田一丁目３７４番１４地
先まで 

市道宇高高田線から南へ高田一丁
目３７４番１４地先まで  

1123 萩生５号線  
萩生字本郷７４７番２９地先
から萩生字本郷７４７番 １６
地先まで 

市道萩生出口本線から東へ萩生字
本郷７４７番１６地先まで  

1124 久保田町三丁目４番線  
久保田町三丁目甲４７１番
２４地先から久保田町三丁
目甲４７１番２６地先まで 

市道河内庄内線から南へ久保田町
三丁目甲４７１番２６地先まで  

1125 庄内町三丁目６番線  
庄内町三丁目７１５番 ３地
先から庄内町三丁目７１５
番１地先まで 

市道庄内中筋線から西へ庄内町三
丁目７１５番１地先まで 

1126 河内町２番線  
河内町乙７０４番１地先から
河内町乙 ７０３番 ７地先 ま
で  

市道河内北通り線から北へ河内町乙
７０３番７地先まで  

1127 西喜光地町中筋線  
西喜光地町甲５１３６番１地
先から西喜光地町甲５１３４
番１地先まで 

市道西喜光地町副道１号線から南へ
西喜光地町甲５１３４番１地先まで  

 

２  廃止する路線  

路線

番号  
路  線  名  

起     点  

終     点  
経     過     地  

1086 政枝町一丁目５番線  
政枝町一丁目甲１７６番 ７
地先から政枝町一丁目甲
１７６番１８地先まで  

市道高木南通り線から南へ政枝町一
丁目甲１７６番１８地先まで  

 

提案理由  

道路法第８条第２項並びに第１０条第１項及び第３項の規定により、本市における未

認定道路を市道に認定し、及び路線を廃止するため、本案を提出する。  

 

 

 



 

 

参照条文  

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）抜粋  

 

（市町村道の意義及びその路線の認定）  

第８条  第３条第４号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がそ

の路線を認定したものをいう。  

２  市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ

当該市町村の議会の議決を経なければならない。  

３～５  （省  略）  

第９条  （省  略）  

（路線の廃止又は変更）  

第１０条  都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通

の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を

廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。  

２  （省  略）  

３  第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定による都道府県道の路

線の廃止又は変更について、第８条第２項から第５項まで及び前条の規定は前２項の

規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。  



 

 

認定路線位置図  

   

１０８６ 政枝町一丁目５番線  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

東川 

高木町 

市道高木南通り線 

市道中央環状線 

政枝町一丁目 

市道神明土橋線 起点 

終点 



 

 

認定路線位置図  

   

１１１４ 政枝町一丁目５番２号線  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

東川 

高木町 

市道高木南通り線 

市道中央環状線 

政枝町一丁目 

市道神明土橋線 

起点 

終点 



 

 

認定路線位置図  

   

１１１５ 田の上二丁目２番線  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

主要地方道壬生川新居浜野田線 

落神川 

市道松神子落神線 

市道田の上東筋線 

田の上二丁目 

起点 

終点 



 

 

認定路線位置図  

   

１１１６ 八幡一丁目１５番線  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

市道新田松神子線 

宇高町三丁目 

八幡一丁目 

市道宇高中郷線 

起点 

終点 



 

 

認定路線位置図  

   

１１１７ 宮原町１０番２号線  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

起点 

終点 

新居浜市立角野中学校 

市道角野中学校南通り線 

宮原町 

中西町 
主要地方道新居浜別子山線 



 

 

認定路線位置図  

   

１１１８ 宮原町５番１号線  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

市道喜光地山根線 

終点 

起点 

市道駅裏角野線 

宮原町 

北内町一丁目 



 

 

認定路線位置図  

   

１１１９ 宮原町５番２号線  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

市道喜光地山根線 

終点 

起点 

市道駅裏角野線 

宮原町 

北内町一丁目 



 

 

認定路線位置図  

   

１１２０ 下池田４号線  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

船木 

市道桧の端上原線 

市道下池田南通り線 

終点 起点 

客谷川 

新居浜市立船木中学校 



 

 

認定路線位置図  

   

１１２１ 下池田５号線  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

船木 

市道桧の端上原線 

市道下池田南通り線 

終点 起点 

客谷川 

新居浜市立船木中学校 



 

 

認定路線位置図  

   

１１２２ 高田一丁目５番２号線  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

主要地方道壬生川新居浜野田線 

市道宇高高田線 

起点 

終点 

高田一丁目 



 

 

認定路線位置図  

   

１１２３ 萩生５号線  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

新居浜市立中萩小学校 

東川 
市道萩生出口本線 

萩生 

市道中萩中学校南通り線 

中萩町 

起点 

終点 



 

 

認定路線位置図  

   

１１２４ 久保田町三丁目４番線  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

市道金子小学校東筋線 
久保田町一丁目 

市道河内庄内線 

久保田町三丁目 

起点 

終点 



 

 

認定路線位置図  

   

１１２５ 庄内町三丁目６番線  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

庄内町二丁目 

市道庄内中筋線 
市道金栄橋通り線 

庄内町三丁目 

市道久保田庄内線 

起点 

終点 



 

 

認定路線位置図  

   

１１２６ 河内町２番線  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

市道江口南取通り線 

市道西原西の土居線 

市道河内北通り線 

河内町 

起点 

終点 



 

 

認定路線位置図  

   

１１２７ 西喜光地町中筋線  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

主要地方道新居浜角野線 

西喜光地町 
一般国道１１号 

新居浜バイパス 

西喜光地公園 

市道西泉高柳線 

尻無川 
終点 

起点 

市道西喜光地町副道１号線 



 

 

廃止路線位置図  

   

１０８６ 政枝町一丁目５番線  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

東川 

高木町 

市道高木南通り線 

市道中央環状線 

政枝町一丁目 

市道神明土橋線 起点 

終点 


